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様式第3号(第12条関係) 

審議会等の会議の記録 

会 議 の 名 称  令和４年度 第１回伊勢崎市地域包括支援センター運営協議会 

開 催 日 時  令和４年４月２６日（火） 午後２時～午後２時３５分 

開 催 場 所  伊勢崎市役所 東館３階災害対策室 

出 席 者 氏 名 

会長 久保田 勝夫  

委員 美原 樹   委員 岡田 稔   委員 杉本 工二 

委員 金井 伸一   委員 原 文子   委員 井上 恵美子    

委員 平田 剛也  委員 石倉 京子  委員 黒澤 希代子 

委員 大平 敏 

 

 長寿社会部長          小島 通悦 

 長寿社会部副部長                清水 潤一 

 高齢政策課長          茂木 勝美 

介護保険課長          亀井 洋志 

 地域包括支援センター      徳江 剛 

  瀧澤 千晶  神澤 浩史 

吉原 美津希 石倉 美和 

有岡 由梨   

傍 聴 人 数  なし 

会 議 の 議 題 

議事 

（１） 介護予防ケアマネジメント業務及び介護予防サービス計画作成業務委

託について  

 

会 議 資 料 の 内 容  第１回地域包括支援センター運営協議会資料 
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会 議 に お け る

議 事 の 経

過及び発言の要旨 

 

 

 

 

 

 

（運営協議会開催前に委嘱状交付式を実施） 

 

１．開会 

２．長寿社会部長あいさつ 

３．自己紹介 

各委員の自己紹介 

４．会長及び副会長の選出 

互選により、久保田委員が会長に、美原委員が副会長に選出された。 

５．会長あいさつ 

６．議事 

（１）介護予防ケアマネジメント業務及び介護予防サービス計画作成業務

委託について（資料１） 

事務局より説明。 

令和４年４月１日現在の各圏域の委託事業所数は、北・三郷が３６事

業所、南・茂呂が３７事業所、殖蓮が４２事業所、宮郷が３５事業所、

名和が２４事業所、豊受が２８事業所、赤堀が２１事業所、東が３１事

業所、境が３５事業所となっております。事業所名についてはお手元の

資料のとおりでございます。９圏域を合計しますと、８２事業所で延べ

２８９件の委託契約を締結しております。なお、年度途中に追加される

委託先事業所については、運営協議会開催の際に、その都度まとめて報

告し承認を受けたいと考えております。この件も併せてご審議いただき

たいと思います。 

（会長） 

  ただいまの説明について、ご質問がございますか。 

（委員） 

  令和３年度の委託率をみると、70％から95％ですが、残りの部分を高

齢者相談センターで受け持っているという理解でよろしいのでしょう

か。 

（事務局） 

  その通りでございます。 

（委員） 

  各高齢者相談センターで委託率に開きがあり、その分各高齢者相談セ

ンターの負担も変わってくるのではないかと思うのですが、実態はどう

でしょうか。市の考えをお聞かせいただきたい。 

（事務局） 

  委託の事業所数を見ていただくと、殖蓮圏域は事業所数が多く、逆に

赤堀圏域は事業所数が若干少ないということがございます。市として

は、まんべんなく事業所と契約していただいて、80％以上は委託をして

いただきたいということで、各高齢者相談センターともセンター長会議

等で話し合い、調整をさせていただいております。 

（委員） 

  委託率80％というのは、20％くらいしか各高齢者相談センターでケア

マネジメント業務を受け持てないということなのか、それともほかの業

務もあるので20％くらいに抑えているということなのか、どのように考

えたらよろしいでしょうか。 

（事務局） 

  おっしゃる通り、各高齢者相談センターにはケアプランを作成するだ

けでなく、様々な事業を担っていただいております。そのためケアプラ

ン作成はおおむね20％程度に留め、他の事業所に委託をしていただい

て、ケアマネ支援等に注力していただきたいということであります。 

（委員） 
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  令和３年度の委託事業所数に比べて圧倒的に今年度の事業所数が減っ

ているということは、相対的に見て居宅介護支援事業所の数が減ってい

るということですか。 

（事務局） 

  年度当初は継続してケアマネジメントをしているところと契約してお

ります。年度途中で新しく事業所に委託する場合は、その都度契約をし

ておりますので、毎年年度当初は若干下がり、年度末に向けて委託事業

所数が増え、だいたい同程度の委託事業所数になります。 

（委員） 

  令和３年度の参考に載っている委託事業所数は令和３年度末の委託件

数ということでよろしいですね。 

（事務局） 

  令和３年度末の数字でございます。 

（委員） 

  年度途中で委託契約される事業所が、令和４年度当初の数字に加算さ

れていくと、結果的には令和３年度と同程度の事業所数になるという認

識でよろしいのでしょうか。 

（事務局） 

  そのようにすすんでいくものと考えます。 

（委員） 

  令和３年度途中で利用者の介護度が上がるなどして、予防の対象にな

らなくなった人は外れて、4月１日現在で継続して支援が必要な人を受け

持っている事業所がこの数という認識でよろしいでしょうか。 

（事務局） 

  その通りでございます。 

（会長） 

  他にご質問等がございますか。よろしいでしょうか。それから事務局

の方に、前回の会議の中で、資料の事前配布の話があったと思います。

今回議題が1件だけでしたが、委員さんからたくさんのご質問がでました

ので、報告事項は不要かと思うのですが、協議事項については資料が事

前にお手元に届くようなかたちをとっていただければ助かります。ご検

討いただければと思います。 

（事務局） 

  次回からはそのようにさせていただきたいと思います。 

（会長） 

それではご質問が無いようなので、本件についてご承認いただける方

は拍手をお願いいたします。 

  （拍手） 

   拍手多数により本件については承認といたします。 

５ その他 

事務局より、次回の運営協議会日程については改めて連絡をする旨の 

  連絡あり。   

６ 閉会 

 


